＜常時雇用する労働者が300人以下の企業・法人・団体のみ対象＞
第１号様式（第６条関係・事業主用）
　　令和　　年　　月　　日

新潟県知事　　　　様
　（申請事業主）
名　　　　称
代表者職・氏名

[bookmark: _Hlk160529327]令和８年度　新潟県男性の育児休業取得促進助成金交付申請書兼実績報告書

  標記助成金の交付について、新潟県男性の育児休業取得促進助成金交付要綱第６条の規定により下記のとおり申請します。
記
１　交付申請額　　金　３００，０００　円　　・　　２５０，０００　円
   （申請額に○）
２　交付対象となる育児休業に係る事項
	企業に
関する
事項
	Ni-ful認定番号
	認定番号　　Ｇ　　　　　号

	
	名称
	

	
	所在地
	

	
	従業員数
	常時雇用する労働者数　　　人
（うち男性　　人、女性　　人）　※　　年　月　日現在

	休業取得者
に関する
事項
	氏名
	

	
	勤務する
事業所（所属）
及び職名
	所在地
名　称
職　名

	
	子の生年月日
	　　　年　　月　　日　生

	
	育児休業・休暇
の取得期間
※分割取得の場合は②以降に記入
	①　　　年　　月　　日 から　　　年　　月　　日 まで
②　　　年　　月　　日 から　　　年　　月　　日 まで
③　　　年　　月　　日 から　　　年　　月　　日 まで
④　　　年　　月　　日 から　　　年　　月　　日 まで

	
	
	(ア) ①～④の合計　　　日間
	(イ) うち有給　　　　 日間

	
	助成対象休業期間
	(ウ) 計　　　　日間　
	　※上記(ア)－(イ)の日数
交付額25万円：14日間以上
交付額30万円：29日間以上

	
	直近の職場復帰日
	　　　年　　月　　日　　
※上記の最終休業期間に係る日で、実際に出勤した日

	確認事項
（☑を記載してください）
	□　(ウ)助成対象休業期間には、有給扱いの日数を含まないことを確認しました。
　　※有給扱いの日数は助成対象休業として算入不可

	
	□　育児休業取得者が属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替することに対する手当を支給しています。

	
	□　国が実施する両立支援等助成金の育休中等業務代替支援コース【手当支給等（育児休業）】（以下、「国助成金」という。）の支給を標記助成金申請日現在で受給したことがありません。また、本申請書の「休業取得者に関する事項」と同一の休業取得者、子及び休業期間で国助成金の交付を申請する予定はありません。

	
	□　本助成金の適正な執行状況等を確認するため、当該事業主に関して県が国への照会を行うこと及び国からの照会に応じることに同意します。


３　助成金振込先・担当者に関する事項
	振込先
(事業主分)
	　　　　　　　　　銀行　　　　　　支店

	
	口座の種類
	普通・当座・その他
	口座番号
	
	
	
	
	
	
	

	
	口座名義（フリガナ）

	担当者
	所　属　　　　　　　　　　　　氏　名
電　話　　　　　　　　　　　　Ｅ-mail



[bookmark: _Hlk160562625]４　添付書類（添付した書類に☑を記載してください。）
	企業に関する書類
	□　交付要綱第４条第５号に定める賃金制度を規定した就業規則、労働協約等の写し

	
	次のいずれかを添付してください
①上記制度を規定するにあたり、所管労働基準監督署に就業規則を届出した場合
　□　就業規則（変更）届の写し（所管労働基準監督署の受付印があるもの）
②所管労働基準監督署に就業規則の届出義務がない事業主や、労働協約等に上記制度を規定した場合
　□　賃金制度が令和６年４月１日以降に規定されたことが確認できる書類
　　　（従業員に制度を周知した通知文、メールの写し等）

	休業取得者
に関する
書類
	□　第２号様式（子の生年月日を証する書類の提出にかかる同意書（休業取得者用））

	
	□　育児休業の内容を証する書類（育児休業申出書、取扱通知書の写し等）

	
	□　子の生年月日を証する書類（出生届出済証明の写し等）

	
	□　育児休業取得及び復帰の実績を証する書類（出勤簿、タイムカード等の写し）

	
	□　休業期間中の賃金の支払い状況を証する書類（賃金台帳の写し等）

	業務代替者に関する
書類
	□　業務代替期間中の勤務実績が確認できる書類（出勤簿、タイムカード等の写し）

	
	□　業務代替期間中の賃金の支払い状況を証する書類（賃金台帳の写し等）

	
	□　休業取得者と同所属であることが確認できる書類（組織図、業務分担表など）


※２～３月に職場復帰する案件で、上記「賃金の支払い状況を証する書類」の提出が間に合わない場合は、出勤簿、タイムカードの写し等で賃金計算の扱い（有給・無給の別）を日ごとに明記の上、令和９年３月31日までに提出してください。

[bookmark: _Hlk160562724][bookmark: _Hlk160562673]５　暴力団排除に関する誓約（下記を確認の上、☑を記載してください。）
	誓約事項
	□　自社又は又は自社の役員等（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいい、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。）は、次のいずれにも該当することはありません。
(1)暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
(2)暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
(3)暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者
(4)自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
(5)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(7)(3)から(6)に掲げる者のほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者


注）以下のいずれか早い時期までに県へ提出すること
・直近の職場復帰日から２ヶ月以内
・直近の職場復帰日の属する年度の３月31日
・その他、本助成金交付要綱の定めによる　　　　　　　　　　　　　　（事業主 → 新潟県）　
（次項へ続く）
